
議案第２７号  

 

   秦野市市税条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市市税条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和５年６月６日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

地方税法の一部改正により、次のとおり改正するとともに、字句の整理を行

うものであります。 

(1) 軽自動車税について 

ア 原動機付自転車のうち、道路運送車両の保安基準に規定する特定小型

原動機付自転車の税率を定めること。 

イ 電気軽自動車等一定の環境性能を有するものとして地方税法で定める

軽自動車（令和４年度から令和７年度まで（一部の種別は、令和４年度

から令和６年度まで）に新規に車両の番号登録をしたものに限る。）の

税率を、それぞれ翌年度分に限り軽減すること。 

(2) 移動が生じた引用条項を改めること。 
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秦野市条例第  号  

 

秦野市市税条例の一部を改正する条例 

 

秦野市市税条例（平成元年秦野市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第９条の２第２項中「同条例第３４条第３項及び第３５条」を「同条第３項

及び同条例第３５条」に改める。 

第１５条第３項中「法人税法第４条の７」を「法人税法第４条の３」に改め

る。 

第２４条第２項中「第２７条の２において同じ」を「同条において同じ」に

改め、同条第３項中「前項の」を「同項の」に改める。 

第２７条の３第第１号中「及び次号」を「及び同号」に改める。 

第３１条第１号エ中「及び側面」を「、側面」に改め、「３輪のもの」の次

に「及び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１

項第１３号の６に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。 

附則第２４項中「法附則第１５条第２６項第 1 号イ」を「法附則第１５条第

２５項第 1 号イ」に改める。 

附則第２５項中「法附則第１５条第２６項第 1 号ロ」を「法附則第１５条第

２５項第 1 号ロ」に改める。 

附則第２６項中「法附則第１５条第２６項第 1 号ハ」を「法附則第１５条第

２５項第 1 号ハ」に改める。 

附則第２７項中「法附則第１５条第２６項第 1 号ニ」を「法附則第１５条第

２５項第１号ニ」に改める。 

附則第２８項中「法附則第１５条第２６項第２号イ」を「法附則第１５条第

２５項第２号イ」に改める。 

附則第２９項中「法附則第１５条第２６項第２号ロ」を「法附則第１５条第

２５項第２号ロ」に改める。 

附則第３０項中「法附則第１５条第２６項第２号ハ」を「法附則第１５条第

２５項第２号ハ」に改める。 

附則第３１項中「法附則第１５条第２６項第３号イ」を「法附則第１５条第

２５項第３号イ」に改める。 

附則第３２項中「法附則第１５条第２６項第３号ロ」を「法附則第１５条第

２５項第３号ロ」に改める。 
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附則第３３項中「法附則第１５条第２６項第３号ハ」を「法附則第１５条第

２５項第３号ハ」に改める。 

附則第３４項中「法附則第１５条第２９項」を「法附則第１５条第２８項」

に改める。 

附則第３５項中「法附則第１５条第３３項」を「法附則第１５条第３２項」

に改める。 

附則第３６項中「法附則第１５条第３４項」を「法附則第１５条第３３項」 

に改める。 

 附則第４０項中「平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の、令和２年４月１日から令和

３年３月３１日」を「令和４年４月１日から令和８年３月３１日」に、「令和

３年度分」を「、初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に改

める。 

附則第４１項から附則第４４項までを削る。 

附則第４５項中「法附則第３０条第７項」を「法附則第３０条第３項」に改

め、「令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和４年度分の、」を削り、「令和５年３月３１日」を「令

和８年３月３１日」に、「令和５年度分」を「、初回車両番号指定を受けた日

の属する年度の翌年度分」に、「附則第４２項の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第

２号ア（イ）中「３，９００円」とあるのは「２，０００円」と、同号ア（ウ）

中「６，９００円」とあるのは「３，５００円」」に改め、同項を附則第４１

項とする。 

 附則第４６項中「法附則第３０条第８項」を「法附則第３０条第４項」に改

め、「令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和４年度分の、」を削り、「令和５年３月３１日」を「令

和７年３月３１日」に、「令和５年度分」を「、初回車両番号指定を受けた日

の属する年度の翌年度分」に、「附則第４３項の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第

２号ア（イ）中「３，９００円」とあるのは「３，０００円」と、同号ア（ウ）

中「６，９００円」とあるのは「５，２００円」」に改め、同項を附則第４２

項とし、附則第４７項から第５４項までを４項ずつ繰り上げる。 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３１条第１号エの改正規

定は、令和５年７月１日から施行する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の秦野市市税条例の規定中軽自動車税の種別割に関

する部分は、令和６年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、

令和５年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 
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議案第２７号 秦野市市税条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

網かけ部分以外は、字句の整理によるものです。 

新 旧 

 （秦野市行政手続に関する条例の適用除外）  （秦野市行政手続に関する条例の適用除外） 

第９条の２ （略） 第９条の２ （略） 

２ 秦野市行政手続に関する条例第３条及び第３４条第４項に定

めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な

実現を図るために行われる行政指導については、同条第３項及

び同条例第３５条の規定は、適用しない。 

２ 秦野市行政手続に関する条例第３条及び第３４条第４項に定

めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な

実現を図るために行われる行政指導については、同条例第３４

条第３項及び第３５条の規定は、適用しない。 

 （法人の市民税の課税の特例）  （法人の市民税の課税の特例） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法人税法第４条の３に規定する受託法人については、第１項

の規定は、適用しない。 

３ 法人税法第４条の７に規定する受託法人については、第１項

の規定は、適用しない。 

 （共用土地等に係る固定資産税額の按分の申出）  （共用土地等に係る固定資産税額の按分の申出） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 法第３５２条の２第６項に規定する特定被災共用土地（以下

この項及び次項において「特定被災共用土地」という。）に係

る固定資産税額の按分の申出は、同条第６項に規定する特定被

災共用土地納税義務者（第４項において「特定被災共用土地納

税義務者」という。）の代表者が法第３４９条の３の３第１項

に規定する被災年度（以下この項及び第２７条の２において 

２ 法第３５２条の２第６項に規定する特定被災共用土地（以下

この項及び次項において「特定被災共用土地」という。）に係

る固定資産税額の按分の申出は、同条第６項に規定する特定被

災共用土地納税義務者（第４項において「特定被災共用土地納

税義務者」という。）の代表者が法第３４９条の３の３第１項

に規定する被災年度（以下この項及び第２７条の２において 
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「被災年度」という。）の翌年度又は翌々年度（法第３４９条

の３の３第１項に規定する避難の指示等（第２７条の２におい

て「避難の指示等」という。）が行われた場合において、法第

３４９条の３の３第１項に規定する避難等解除日（以下この項

及び第２７条の２において「避難等解除日」という。）の属す

る年が法第３４９条の３の３第１項に規定する被災年（第２７

条の２において「被災年」という。）の翌年以後の年であると

きは、その被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の１

月１日から起算して３年を経過する日を賦課期日とする年度ま

での各年度とし、法第３４９条の３の３第１項に規定する被災

市街地復興推進地域（第２７条の２において「被災市街地復興

推進地域」という。）が定められた場合（避難の指示等が行わ

れた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以

後の年であるときを除く。同条において同じ。）には、その被

災年度の翌年度から被災年の１月１日から起算して４年を経過

する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。）の初日の

属する年の１月３１日までに規則で定める事項を記載した申出

書を市長に提出して行わなければならない。 

「被災年度」という。）の翌年度又は翌々年度（法第３４９条

の３の３第１項に規定する避難の指示等（第２７条の２におい

て「避難の指示等」という。）が行われた場合において、法第

３４９条の３の３第１項に規定する避難等解除日（以下この項

及び第２７条の２において「避難等解除日」という。）の属す

る年が法第３４９条の３の３第１項に規定する被災年（第２７

条の２において「被災年」という。）の翌年以後の年であると

きは、その被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の１

月１日から起算して３年を経過する日を賦課期日とする年度ま

での各年度とし、法第３４９条の３の３第１項に規定する被災

市街地復興推進地域（第２７条の２において「被災市街地復興

推進地域」という。）が定められた場合（避難の指示等が行わ

れた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以

後の年であるときを除く。第２７条の２において同じ。）に 

は、その被災年度の翌年度から被災年の１月１日から起算して

４年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とす 

る。）の初日の属する年の１月３１日までに規則で定める事項

を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。 

３ 法第３５２条の２第７項の規定により特定被災共用土地とみ

なされた法第３４９条の３の３第３項に規定する特定仮換地等

に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「同条第

６項」とあるのは「同条第７項の規定により読み替えて適用さ

３ 法第３５２条の２第７項の規定により特定被災共用土地とみ

なされた法第３４９条の３の３第３項に規定する特定仮換地等

に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「同条第

６項」とあるのは「同条第７項の規定により読み替えて適用さ
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れる同条第６項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とある

のは「特定仮換地等納税義務者」として、同項の規定を適用す

る。 

れる同条第６項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とある

のは「特定仮換地等納税義務者」として、前項の規定を適用す

る。 

 （現所有者の申告）  （現所有者の申告） 

第２７条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者

をいう。以下この条において同じ。）は、現所有者であること

を知った日の翌日から３か月を経過した日までに次に掲げる事

項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

第２７条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者

をいう。以下この条において同じ。）は、現所有者であること

を知った日の翌日から３か月を経過した日までに次に掲げる事

項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

 (1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規

定する個人との関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及

び同号に規定する個人との関係） 

 (1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規

定する個人との関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及

び次号に規定する個人との関係） 

 (2)－(5) （略）  (2)－(5) （略） 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第３１条 種別割の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対

し、１台について、それぞれの各号に定める額とする。 

第３１条 種別割の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対

し、１台について、それぞれの各号に定める額とする。 

(1) 原動機付自転車 (1) 原動機付自転車 

ア－ウ （略） 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の

輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のも

の）が０．５メートル以下であるもの、側面が構造上開放

されている車室を備え、かつ、０．５メートル以下の３輪

ア－ウ （略） 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の

輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のも 

の）が０．５メートル以下であるもの及び側面が構造上開

放されている車室を備え、かつ、０．５メートル以下の３
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のもの及び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令

第６７号）第１条第１項第１３号の６に規定する特定小型

原動機付自転車を除く。）で、総排気量が０．０２リット

ルを超えるもの又は定格出力が０．２５キロワットを超え

るもの 年額３，７００円 

輪のものを除く。）で、総排気量が０．０２リットルを超

えるもの又は定格出力が０．２５キロワットを超えるもの 

年額３，７００円 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

附 則 附 則 

１－２３ （略） １－２３ （略） 

２４ 法附則第１５条第２５項第１号イの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２４ 法附則第１５条第２６項第１号イの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２５ 法附則第１５条第２５項第１号ロの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２５ 法附則第１５条第２６項第１号ロの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２６ 法附則第１５条第２５項第１号ハの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２６ 法附則第１５条第２６項第１号ハの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２７ 法附則第１５条第２５項第１号ニの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２７ 法附則第１５条第２６項第１号ニの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２８ 法附則第１５条第２５項第２号イの条例で定める割合は、

４分の３とする。 

２８ 法附則第１５条第２６項第２号イの条例で定める割合は、

４分の３とする。 

２９ 法附則第１５条第２５項第２号ロの条例で定める割合は、

４分の３とする。 

２９ 法附則第１５条第２６項第２号ロの条例で定める割合は、

４分の３とする。 

３０ 法附則第１５条第２５項第２号ハの条例で定める割合は、

４分の３とする。 

３０ 法附則第１５条第２６項第２号ハの条例で定める割合は、

４分の３とする。 
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３１ 法附則第１５条第２５項第３号イの条例で定める割合は、

２分の１とする。 

３１ 法附則第１５条第２６項第３号イの条例で定める割合は、

２分の１とする。 

３２ 法附則第１５条第２５項第３号ロの条例で定める割合は、

２分の１とする。 

３２ 法附則第１５条第２６項第３号ロの条例で定める割合は、

２分の１とする。 

３３ 法附則第１５条第２５項第３号ハの条例で定める割合は、

２分の 1 とする。 

３３ 法附則第１５条第２６項第３号ハの条例で定める割合は、

２分の 1 とする。 

３４ 法附則第１５条第２８項の条例で定める割合は、３分の２

とする。 

３４ 法附則第１５条第２９項の条例で定める割合は、３分の２

とする。 

３５ 法附則第１５条第３２項の条例で定める割合は、３分の１

とする。 

３５ 法附則第１５条第３３項の条例で定める割合は、３分の１

とする。 

３６ 法附則第１５条第３３項の条例で定める割合は、３分の２

とする。 

３６ 法附則第１５条第３４項の条例で定める割合は、３分の２

とする。 

３７－３９ （略） ３７－３９ （略） 

４０ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する３輪以

上の軽自動車に対する第３１条の規定の適用については、その

軽自動車が令和４年４月１日から令和８年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には、初回車両番号指定を受

けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４０ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する３輪以

上の軽自動車に対する第３１条の規定の適用については、その

軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の、令和

２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（略） 
 

（略） 
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 ４１ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定する３輪以

上の軽自動車に対する第３１条の規定の適用については、その

軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の、令和

２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 第２号ア（イ） ３，９００円 ２，０００円 

第２号ア（ウ） ６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

 ３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 
 

 ４２ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に規定する３輪以

上の軽自動車に対する第３１条の規定の適用については、その

軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の、令和

２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
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 第２号ア（イ） ３，９００円 ３，０００円 

第２号ア（ウ） ６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 
 

 ４３ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する３輪以

上の軽自動車（自家用の乗用のものに限る。）に対する第３１

条の規定の適用については、その軽自動車が令和３年４月１日

から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和４年度分の、令和４年４月１日から令和５年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年

度分の軽自動車税の種別割に限り、附則第４１項の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

 ４４ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する３輪以

上の軽自動車（自家用の乗用のものを除く。）に対する第３１

条の規定の適用については、その軽自動車が令和３年４月１日

から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和４年度分の、令和４年４月１日から令和５年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年

度分の軽自動車税の種別割に限り、附則第４１項の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表
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の右欄に掲げる字句とする。 

４１ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける３輪以上の軽

自動車（営業用の乗用のものに限る。）に対する第３１条の規

定の適用については、その軽自動車が令和４年４月１日から令

和８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は、初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽

自動車税の種別割に限り、同条第２号ア（イ）中「３，９００

円」とあるのは「２，０００円」と、同号ア（ウ）中 

「６，９００円」とあるのは「３，５００円」とする。 

４５ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける３輪以上の軽

自動車（営業用の乗用のものに限る。）に対する第３１条の規

定の適用については、その軽自動車が令和３年４月１日から令

和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和４年度分の、令和４年４月１日から令和５年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の

軽自動車税の種別割に限り、附則第４２項の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

４２ 法附則第３０条第４項の規定の適用を受ける３輪以上の軽

自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用

のものに限る。）に対する第３１条の規定の適用については、

その軽自動車が令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には、初回車両番号指定

を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限

り、同条第２号ア（イ）中「３，９００円」とあるのは 

「３，０００円」と、同号ア（ウ）中「６，９００円」とある

のは「５，２００円」とする。 

４６ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける３輪以上の軽

自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用

のものに限る。）に対する第３１条の規定の適用については、

その軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の、令

和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に

限り、附則第４３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４３－５０ （略） ４７－５４ （略） 
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   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３１条第１

号エの改正規定は、令和５年７月１日から施行する。 

 

（軽自動車税に関する経過措置）  

２ この条例による改正後の秦野市市税条例の規定中軽自動車税

の種別割に関する部分は、令和６年度以後の年度分の軽自動車

税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自動車税に

ついては、なお従前の例による。 
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議案第２７号資料  

 

   秦野市市税条例の一部を改正することについて 

 

１ 特定小型原動機付自転車の車両区分創設に伴う改正 

 道路交通法の一部を改正する法律及び道路運送車両の保安基準の一部を改

正する省令において、現行の原動機付自転車から区分して新たに定義された

特定小型原動機付自転車に係る軽自動車税種別割の税率を定めるものです。 

２ 軽自動車税の種別割に係るグリーン化特例の適用見直し 

(1) 改正の概要 

軽自動車税において、排ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷が小さ

い車両（令和元年度から令和３年度中に新規に車両番号を登録したものに

限る。）の税率を軽減するグリーン化特例を削除するものです。 

また、低炭素社会の実現や地域における環境対策のため、より燃費性能

等の優れた軽自動車の普及を促進する観点から、軽自動車税種別割の税率

を軽減するグリーン化特例の適用期限が見直され、令和８年度課税分まで

延長するものです。 

 (2) 特例の内容 

ア 軽減率及び適用車両 

対象車両 税率 定義 

一定の要件を

満たす電動キ

ックボード等 2,000 円 

原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が

０．６㎾以下であって、長さ１．９ｍ、幅 

０．６ｍ以下かつ最高速度２０km/h 以下のも

のを特定小型原動機付自転車とし、それ以外の

原動機付自転車を一般原動機付自転車とする。 

特例割合 適用対象車 

区

 

分 

① 75％軽減 
電気自動車、天然ガス自動車 

令和７年度取得分までを対象 

② 50％軽減 
令和12年度基準90％達成（営業用乗用車のみ） 

令和７年度取得分までを対象 

③ 25％軽減 
令和12年度基準70％達成（営業用乗用車のみ） 

令和６年度取得分までを対象 

※上記に加え、一定の排ガス規制及び令和２年度燃費基準達成を要求 
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  イ 年税額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 取得期間及び課税年度  

取得期間 課税年度 

令和 ５年４月 １日から 

令和 ６年３月３１日まで 
令和６年度 

令和 ６年４月 １日から 

令和 ７年３月３１日まで 
令和７年度 

令和 ７年４月 １日から 

令和 ８年３月３１日まで 
令和８年度 

 

３ 引用条項及び字句の整理 

  移動が生じた引用条項を改めるとともに、字句を整理するものです。 

４ 施行日 

  この条例は、公布の日から施行する。ただし、特定小型原動機付自転車の

規定は、令和５年７月１日から施行する。 

 

 

車種区分 標準税率 
①軽減率 

７５％ 

②軽減率 

５０％ 

③軽減率 

２５％ 

三輪車 3,900 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円 

四

輪

車 

乗

用 

営業用 6,900 円 1,800 円 3,500 円 5,200 円 

自家用 10,800 円 2,700 円 

 貨

物 

営業用 3,800 円 1,000 円 

自家用 5,000 円 1,300 円 
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